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午前９時２７分開会 

○委員長（村岡 峰男） おはようございます。 

 あとまだ３分ほどありますけども、欠席者を除い

て、おそろいのようでございますので、始めたいと

いうふうに思います。 

 今年、今年というか、今期、我々にとっては最後

の１年になるんですが、総務委員長を仰せつかりま

した。半分どきどきしながら、半分高齢化によるぼ

けがあるかも分かりませんので、どうぞ１年間、そ

の時々、こらというふうに言ってもらったらありが

たいかなと思ったりしながら、この席に立ちたいと

思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、総務委員会を始めるに当たり、本日は、

今もちょっと話が出かかっておりましたが、日高振

興局地域振興課の吉田課長から欠席の申出があり

ましたのでご了承願います。 

 以上ですね、欠席は。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 委員の皆さんは、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ上のフォル

ダー、ホーム、総務委員会、総務の０６．１１．１

８が本日の委員会のフォルダーですので、そこに本

日の委員会次第や資料を配信をしております。 

 本日の当局職員出席者についてでありますが、委

員会室の密集をできるだけ軽減するため、前後半２

つのグループに分けております。まず前半は、総務

部、くらし創造部、市民部税務課、各地域振興課、

さらに、会計課、選管監査事務局の職員にご出席を

要請しておりますので、ご了承願います。 

 それでは、総務委員会の次第に基づきまして、会

議を進めてまいります。 

 まず、自己紹介に入ります。 

 １１月１４日の臨時議会において新たな役員の

選任が行われ、当委員会も新体制となりました。 

 ここで、出席者の皆さんに自己紹介をお願いした

いと思います。 

 まず、正副委員長、次に委員、続いて説明員、最

後に事務局という順でお願いします。 

 なお、当局職員は、委員会名簿順でマイクを使用

してお願いします。 

 改めまして、委員長の村岡です。よろしくどうぞ

お願いします。 

○委員（芹澤 正志） 皆様、おはようございます。

副委員長に選任されました芹澤でございます。先ほ

どございましたように、委員長のぼけがあったとし

たなら、しっかりとそれをカバーしていくように頑

張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いし

ます。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（岡本 昭治） 岡本昭治といいます。よろし

くお願いいたします。 

○委員（前野 文孝） 委員の前野です。どうぞよろ

しくお願いします。 

○委員（芦田 竹彦） 委員の芦田でございます。ど

うぞよろしくお願いします。 

○委員（石田  清） 石田です。よろしくお願いし

ます。 

○委員（西田  真） おはようございます。引き続

きの総務委員となります。よろしくお願いします。 

○委員長（村岡 峰男） それでは、引き続いて、当

局職員の皆さん、お願いします。 

○総務部長（宮代 将樹） 改めまして、おはようご

ざいます。総務部の宮代です。引き続きどうぞよろ

しくお願いします。 

○総務課長（太田垣健二） おはようございます。総

務課長の太田垣でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○人事課長（岡  亮吾） おはようございます。人

事課の人事課長をしてます岡です。どうぞよろしく

お願いします。 

○総務課参事（山本 慎二） 総務課参事の山本と申

します。１０月からです。よろしくお願いします。 

○くらし創造部長（谷岡 慎一） くらし創造部長の

谷岡です。どうぞよろしくお願いします。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） 地域づくり課長の

井上です。よろしくお願いします。 

○多様性推進・ジェンダーギャップ対策課長（木内 純

子） 多様性推進・ジェンダーギャップ対策課課長、

木内です。どうぞよろしくお願いします。 

○税務課長（中奥  実） おはようございます。市
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民部税務課長をしております中奥です。よろしくお

願いします。 

○税務課参事（和田 征之） おはようございます。

税務課参事の和田です。どうぞよろしくお願いしま

す。 

○城崎振興局地域振興課長（山根 哲也） おはよう

ございます。城崎振興局地域振興課の山根です。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○竹野振興局地域振興課長（小林 昌弘） おはよう

ございます。竹野振興局地域振興課長の小林です。

どうぞよろしくお願いします。 

○出石振興局地域振興課長（三宅  徹） 出石振興

局地域振興課課長の三宅でございます。よろしくお

願いいたします。 

○但東振興局地域振興課長（道下  一） 但東振興

局地域振興課の道下です。よろしくお願いします。 

○会計課長（西村 嘉通） 会計課の西村でございま

す。よろしくお願いいたします。 

○選管監査事務局長（中川 光典） 選管監査事務局

の中川と申します。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局主幹（堂垣 真弓） 事務局の堂垣です。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（村岡 峰男） 自己紹介は終わりました。 

 引き続いて、協議事項に入ります。 

 まず、１番は、委員会の所管事項の事務概要につ

いてです。 

 まず、当局から一通りの説明を受けた後、各委員

から質疑等を受けたいと思います。 

 なお、委員の皆さん、当局の皆さんは、質疑、答

弁に当たりましては、くれぐれも要点を押さえて簡

潔明瞭に行うなど、スムーズな議事進行にご協力を

お願いいたします。 

 また、委員会での発言は、委員長の指名の後、マ

イクを使用して発言者名を名のってから行ってい

ただきますようご協力をお願いします。 

 それでは、当局から、ページ順で説明願います。 

 まず、総務部から。どうぞ。 

○人事課長（岡  亮吾） それでは、１５ページ、

人材の確保についてご説明いたします。 

 まず、現況と課題についてです。 

 本市の目指す将来像、「小さな世界都市－Ｌｏｃ

ａｌ ＆ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｉｔｙ－」の実現に向

け、限られた経営資源を最大限に活用しながら持続

可能な行政サービスを提供していくためには、人材

の確保は最大限重視すべき施策であると考えてい

ます。 

 一方で、２０２３年度から地方公務員の定年引上

げが行われており、２年に１歳ずつ段階的に定年が

引き上げられてることから、市職員の構成の変化も

念頭に対応していく必要があると考えています。 

 基本方針としましては、１つ目として、定年引上

げの導入や国内全体の採用環境が激化していく中、

安定的な組織運営を図るため、計画的な新規採用に

よる人材確保を進めていきます。また、人材育成基

本方針やキャリアデザインアクションプランなど

に基づき、人事制度の活用や各種研修機会を通じた

人材開発を図ることとしています。 

 ２つ目として、安心して働ける職場環境を確保す

るために、ハラスメントの防止及び対応指針に基づ

き、外部相談窓口を活用するなど、ハラスメントの

ない風通しのいい職場づくりに向けた啓発、研修に

注力していくこととしています。 

 概要及び進捗状況ですが、主な取組として２つ上

げています。１つ目は、職員採用試験の実施時期等

の見直しによる対応です。新卒採用の早期化への対

応や受験機会の拡大と、より意欲を持った人材の確

保を図るため、今年度は、さらに前期日程の７月試

験に比重を置いた形で職員採用試験を実施しまし

た。また、前期日程の７月試験では、全職種を対象

に、民間希望者や社会人にも配慮したＳＰＩ試験を

実施したところです。 

 職員採用試験の結果については、１６ページに記

載のとおりですが、特に消防職の競争率については、

昨年の２．０倍から４．２倍に上がっております。

これは、前期日程の７月試験に試験日を前倒しした

ことや、受験年齢を２５歳から２８歳まで引き上げ

たことにより、一定の成果が上がったものと考えて

いるところです。 
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 なお、別に消防職では３０歳までで消防吏員を２

年以上経験した場合の経験者枠を新たに設けまし

たが、今回応募はありませんでした。 

 引き続き、今後も幅広く多様な人材の確保に努め

ていくこととしています。 

 ２つ目は、職場内ハラスメントの防止、解消に向

けた取組です。職場内ハラスメント、パワハラ、セ

クハラ、マタハラ等を防止、解消するため、ハラス

メントに関する正しい理解と対応力を身につけさ

せる研修の機会の提供として、ｅラーニングを活用

したハラスメント防止研修を７月から８月の間実

施いたしました。 

 また、相談環境をさらに充実させていくため、全

職員を対象とした外部相談窓口を２０２２年６月

から設置しており、今年度は、１０月までの間とな

りますが、２件の利用実績となっています。引き続

きハラスメントのない心理的安全性の高い職場と

なるように、ハラスメント防止の取組を進めていく

こととしています。 

 続きまして、１７ページ、キャリアデザインの推

進と人材育成についてご説明いたします。 

 まず、現況と課題についてです。 

 キャリアデザイン後期アクションプランに掲げ

る全ての職員が能力を発揮し、市民の暮らしを支え

ている状態を目指し、引き続き一人一人の学びによ

る成長をまちの成長につなげるための取組を進め

ます。 

 ２０１８年度から毎年度実施しています職員意

識調査で、２０２２年度は、主要項目の働きやすさ、

働き続けたいなどが前年に比べポイントが下がり

ました。この主な原因として考えられるのは、コロ

ナ禍などの外的要因と組織の体制変化、それに伴う

人事異動などが影響したものと考えられますが、２

０２３年度の調査結果では、少し上向きに変化して

きている状況です。 

 一方で、目標の一つとしています女性管理職比率

ですが、２０２４年４月は１５．３％と、前年比１．

９ポイント下がる結果となりました。今後は、後期

プランの計画期間においては職員の定年が段階的

に引き上げられてきますので、職員一人一人のキャ

リア形成に対策が求められるなど、課題に対して取

組を推進していく必要があると考えています。 

 基本方針としましては、引き続き自律的な学びの

意識向上を重視し、職員の自律的なキャリア形成支

援、スキルアップのための平等な機会の提供、課長

級を中心とした人材育成体制の充実、働きやすい職

場風土の実現、キャリア形成機会の男女格差の解消

を柱に進めていくこととしています。 

 概要及び進捗状況ですが、職員の成長を支える仕

組みの整備、管理職の部下のキャリア形成支援、職

場のジェンダーギャップ解消などを目指し、主な取

組として、４つ上げています。 

 １８ページをご覧ください。１つ目は、昨年度に

試行導入しましたｅラーニング研修の本格実施で

す。今年度は、８月から９月にかけて、アサーティ

ブコミュニケーション、ハラスメントの防止、ＯＪ

Ｔの進め方、クレーム対応の４つの研修について必

須受講としました。ｅラーニング研修の導入により、

職員の誰もが受講することが可能となり、また、職

員自身が希望する場合は、他の研修コンテンツも受

講することができますので、スキル向上の面からも

メリットがあると考えています。 

 ２つ目は、アドバイザーによる外部視点を活用し

た階層ごとに必要なスキル向上などの研修機会の

提供です。階層別研修として、入庁２年目の職員を

対象に、今後のキャリア等について自分がどうあり

たいかを学ぶ若手職員キャリア形成研修、５５歳以

上の職員を対象に、６０歳以降の次のキャリア形成

について学ぶセカンドキャリア研修、新任管理職等

を対象に、部下とのコミュニケーション手法などを

学ぶ管理職マネジメント研修、主任級を対象に、コ

ミュニケーションやリーダーシップについて学ぶ

中堅職員リーダーシップ実践研修などを実施しま

した。 

 ３つ目は、キャリアサポートシートの作成と上司

である管理職による面談を通じた部下のキャリア

形成支援です。部下のキャリア形成支援の一環とし

て、キャリアサポートシートを基に、上司との面談
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を５月から６月中旬にかけて、全職場で実施しまし

た。上司と部下とのコミュニケーションを通じた関

係性の構築を図る意味でも有効な取組であると考

えています。 

 ４つ目は、職員意識調査の実施です。２０１８年

度から実施しています職員意識調査については、１

０月１日から１０月１５日までを調査期間として

実施し、現在、集計、分析中です。最終の取りまと

め結果については、２月末の予定としています。 

 人事課からは以上です。 

○委員長（村岡 峰男） じゃあ、続いて、地域づく

り課、くらし創造部ですね。井上課長。どうぞ。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） 資料の１９ページ

をお願いいたします。地域づくり課からは、２件ご

説明させていただきます。 

 初めに、地域コミュニティの推進です。 

 現況と課題、基本方針に記載していますように、

市全体としては、地域コミュニティビジョンに基づ

き、また、各地域コミュニティ組織では、それぞれ

が策定された地域づくり計画に基づき、地域の課題

解決や魅力の創出を行っています。市は中間支援組

織と協働して、継続的に地域コミュニティ組織を支

援しています。 

 概要及び進捗状況です。本年度の主な事業として、

５項目を上げています。まず、１つ目、地域コミュ

ニティ組織への財政支援です。組織運営、活動のた

めの経費として、コミュニティづくり交付金と手挙

げ方式の活動促進事業交付金を交付しており、今年

度、活動促進事業は５つの組織に交付をしています。 

 ２つ目は、地域コミュニティ活動への支援です。

地域づくり計画の策定や実行のための助言や進行

管理を行っています。また、地域マネジャーの派遣、

地域運営における各種相談対応を行っています。 

 ３つ目、豊岡市地域コミュニティビジョンの実現

に向けた取組として、地域づくり戦略会議、これは、

まちづくりの専門家から市の取組に対してアドバ

イスをいただくものですが、今年度は、５月、８月、

１１月の３回開催をしております。また、市職員等

で組織する地域づくり職員ネットワーク会議も４

回開催をしております。 

 ４つ目の住民自治組織の在り方に関する研究で

すが、島根大学との共同研究を行っており、地域コ

ミュニティ組織の自己評価方法とそれに基づくヒ

アリングを共同で行っております。 

 ５番目のコミュニティセンターの維持管理です。

２０ページになります。今年度、高橋地区コミュニ

ティセンターの長寿命化改修工事を行いました。ま

た、中竹野コミュニティセンター再整備工事に向け

て、旧中竹野小学校の解体工事を今年度実施をして

おります。 

 続きまして、２１ページをお願いいたします。移

住定住、結婚支援、若者施策の推進です。 

 現況と課題ですが、人口減少対策として、地方創

生総合戦略にあるように、定住する若者の増加対策

と結婚する若者を増やすための結婚支援策を積極

的に推し進める必要があります。 

 基本方針として、１のＵＩターン促進、２の地域

おこし協力隊の推進、３の結婚支援、４の若者交流

促進の４点を上げております。 

 概要及び進捗状況です。１の移住定住の促進です

が、（１）市の移住ポータルサイト「飛んでるロー

カル豊岡」による情報発信、（２）暮らしのパーラ

ーによる移住希望者の土日の対応、現地アテンド等

を行っております。移住者やＵターン希望者に対し

て、豊岡で働く魅力を含めた企業の求人情報の発信

などを（３）の仕事探しサイトや（４）ジョブサポ

豊岡の運営、（５）ＵＩターン就職促進のイベント

等で行っており、実績につきましては、記載のとお

りでございます。 

 （６）のはたちを祝う会は、１月１２日の開催に

向け、今、実行委員と内容を詰めているところでご

ざいます。昨年度から、参加者にＬＩＮＥ登録をし

ていただき、会の終了後も豊岡の魅力的な事業や就

職やＵターンに結びつきそうな情報を届けるとい

う取組を行っております。 

 また、（７）で移住者の住まい探しを兵庫県宅建

業協会但馬支部と連携して行っており、今年度は４

１件の成約となっております。 
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 ２つ目の移住の支援です。（１）、（２）は移住

の検討段階から実際に移住されるまで切れ目のな

い支援を行うもので、（１）については、下見の宿

泊代、レンタカー代、航空運賃の補助で、２５件を

交付をしております。 

 ２２ページになっておりますが、（２）は住宅改

修、引っ越し、空き家清掃に係る費用の補助で１９

件を交付をしております。 

 （３）については、市営住宅をお試し居住、移住

促進住宅として活用しており、記載のとおり、多く

のところが埋まっている状況でございます。 

 ３の地域おこし協力隊の推進です。１１月１日現

在で２８名、男性１４名、女性１４名の協力隊が活

躍しています。委嘱者累計が１０５名となり、活動

終了後の定住者は５２名、６８％と、全国に比べて

高い定住率となっております。募集は年２回行って

おり、現在、１２月の募集に向けて準備を進めてい

るところでございます。 

 協力隊員へのサポートとして、（２）にある隊員

の活動や生活の相談体制の整備、（３）起業する隊

員に対しての補助を行っており、補助については、

今年度２件を交付をしております。 

 ４番目の結婚促進事業では、（１）のマッチング

イベント、はーとピーを毎月１回行っており、今年

度は７回実施をしております。 

 （２）の縁むすびさん事業は、独身者登録者が男

性２２０人、女性１２２人、ボランティア登録者、

これは、お見合いの世話を焼いていただく方で、６

５人おられます。お見合いをした回数は１９４回で

ございます。 

 （３）民間、特に飲食店が開催する結婚イベント

への補助は、ゼロと記載をしておりますが、先週１

件申請を受けているところでございます。 

 （４）ですが、国の地域プロジェクトマネージャ

ー制度を活用して、専門人材を１０月１日に任用し

ました。このマネジャーと共に、持続可能な結婚支

援体制の検討を今行っているところでございます。 

 ５番目の若者の居場所づくり事業です。今年度、

ふるさと財団の地域再生マネージャー事業補助金

を受け、若者会議とワークショップを８回開催し、

１０月３０日には、アイティ前の生涯学習サロン、

芝生広場のところですが、そこで若者交流会を行い

ました。１２月にも第二弾を実施するとともに、居

場所づくりや掲示板作成など進めているところで

ございます。 

 地域づくり課からは以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 多様性推進・ジェンダーギ

ャップ対策課の木内課長。 

○多様性推進・ジェンダーギャップ対策課長（木内 純

子） こちらからは、３件ご説明させていただきま

す。 

 ２４ページをご覧ください。まず、一人一人を尊

重するまちづくりの推進について説明いたします。 

 課題などですが、人権教育や啓発をさらに進めて

いく必要があるということと、年々増えている多様

なニーズを持った外国人市民に対応する必要があ

り、基本方針として、多様性の価値が理解され、ま

ちづくりや経済活動の中で多様な人々が生き生き

と活動している状況を目指し、基本構想の主要手段

４、多様性を受け入れ、支え合うリベラルな気風が

まちに満ちているに関する事業を総合的に推進す

ることとしています。 

 ２５ページをご覧ください。主な事業の進捗状況

ですが、１の多様性を推進するための方針策定では、

多様性推進アドバイザーとして、田村太郎氏を招聘

し、市民委員の多様性推進・ジェンダーギャップ対

策検討委員会と市職員から構成する庁内検討委員

会の合同会議を３回実施しました。来年１月２２日

に第４回目の委員会を開催し、性的マイノリティー

等への対応、ジェンダーギャップの解消や多文化共

生等を一体的に推進するための推進ビジョン策定

に向けた提言のまとめを行い、パブリックコメント

を経て、来年３月下旬に策定予定となっております。 

 ２の人権教育啓発の推進につきましては、人権教

育推進員による学習会を４回、人権啓発誌「かがや

き」を７月と１０月に発行しました。また、市民ふ

れあいの集いパート１を８月２５日に実施、７６人

の参加がありました。１１月２３日にパート２を実
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施する予定です。また、月１回、インターネット・

モニタリング事業も実施しております。 

 ３の外国人市民も活躍できる多文化共生の推進

では、外国人相談窓口に英語とタガログ語のできる

相談員を配置し、転入者等に豊岡市で生活するため

に必要な情報の提供を行うとともに、窓口での手続

のサポートや困り事の相談などを受けております。

１０月末までに相談件数は１４６件となっており

ます。 

 次の多文化交流サロンにつきましては、毎月１回、

外国人市民への生活オリエンテーションや多文化

理解の交流事業等をＷＡＣＣＵ ＴＯＹＯＯＫＡ

で実施し、これまで５か国６５人の参加がありまし

た。また、多文化共生推進のための研修として、や

さしい日本語講座を２回実施しました。１０月５日

については、日本語学習支援ボランティア等を対象

に、１５人の参加。１０月１７日は職員向けに開催

し、１２人の参加がありました。なお、１１月２８

日、保育士、保健師等を対象に、外国にルーツを持

つ子供の支援のための研修を実施する予定です。 

 ２６ページをご覧ください。（３）の市役所業務

での多言語対応や無料の初級日本語教室の開催で

すが、市役所窓口には１３言語対応の多言語映像通

訳や多言語の音声翻訳の端末を配置して、外国人市

民との会話をスムーズに行えるように対応してい

ます。また、生活情報を掲載したリビングガイドを

やさしい日本語を含めた６言語に翻訳して、外国人

市民に配付をしています。今年度からは転入者等を

対象に、無料の初級日本語教室を６教室実施し、子

供３か国６人、大人２か国５人が受講しました。今

後も引き続き実施します。 

 多文化共生推進プランの進捗管理につきまして

は、先ほど説明しました多様性推進・ジェンダーギ

ャップ対策検討委員会、庁内検討委員会で確認をし

ております。 

 ２７ページをご覧ください。ジェンダーギャップ

解消の推進です。 

 課題などですが、市民への意識啓発や女性向けの

人材育成などが必要であり、基本方針として、戦略

に沿ってジェンダーギャップ解消の必要性を認識

し、自分事として行動する市民を増やしていくこと

としています。 

 ２８ページをご覧ください。主な事業の進捗状況

ですが、１の戦略の進行管理では、引き続きジェン

ダー平等推進アドバイザーに大崎麻子さん、顧問と

して目黒依子さんにお願いしています。今年度は、

先ほど説明した多様性推進・ジェンダーギャップ対

策検討委員会と庁内検討委員会を合同で３回して、

４回目を来年１月２２日に開催する予定となって

います。 

 ２の研修などですが、地域マネジャー研修や地域

コミュニティ向け研修会を実施し、８７人の参加が

ありました。１１月１１日にはコミュニティたけの

の研修を行いまして、小・中学校の保護者や教職員

４０人が参加されました。保育士や保育教諭向けの

研修も１２月６日に実施する予定となっています。 

 ３の豊岡みらいチャレンジ塾２０２４の開催で

す。現在２１人が受講中で、５回中の４回が終了し

ています。１２月７日の最終回には、各受講者から

今後何に取り組むかなどのチャレンジ宣言を予定

しています。 

 ４の市民向けの意識啓発・理解促進のツールの制

作ですが、昨年度末に作成した家庭向けのコミュニ

ケーションシートを活用し、家庭とお金と未来のセ

ミナーを開催するとともに、子育てセンターや振興

局等に配布しています。また、市民向け啓発動画に

ついては、現在、地域啓発推進アドバイザーやコミ

ュニティ等で撮影をしておりまして、今年度中に完

成する予定となっています。 

 ５のジェンダーなど多様性をテーマにした豊岡

市オリジナル絵本を制作ということで、８月に完成

しまして、８月１８日に完成発表会を開催しました。

１００名の参加がありました。また、学校園、それ

から図書館、子育て総合センターなどにも配布をし

ています。 

 ６の女性の就労促進では、デジタルマーケティン

グセミナーを１月の２１日の修了式に向けて、現在

１０人が受講中です。 
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 ２９ページをご覧ください。希望者については、

市内事業所でインターンシップを実施する予定と

なっています。 

 また、（２）のプログラミング人材の育成として、

プログラミング教室を９月から１２月まで３か月

実施しておりまして、５人が受講中です。 

 その他、７の各種相談やセミナーなどですが、ア

イティ４階のみらい応援Ｒｏｏｍで個別相談など

実施しており、１０月末で２４６人の女性が参加さ

れています。 

 次に、最後です。３０ページをご覧ください。ワ

ークイノベーションの推進について説明いたしま

す。 

 課題などですが、市内事業所には就労などの男女

格差があり、まだまだ事業所の対応も遅れており、

基本方針として、戦略に沿って目指す将来像、あり

たい姿に向かって生き生きと働く女性が増えてい

るの実現に向け、取組を進めていきます。 

 ３０ページからの下から３１ページになります。

主な事業の進捗状況ですが、１の経営者、人事担当

者、管理職の意識・行動改革では、ワークイノベー

ション推進会議を開催し、市内４８事業所７８人が

参加されました。現在の会員事業所数は１２０事業

所となっています。 

 ３１ページをご覧ください。例会を来年２月２１

日に再開する予定としております。 

 ２の従業員のキャリア形成、ネットワーク形成支

援では、女性マネジメント層向けと子育て中の従業

員及び管理職向けの２つのセミナーを開催し、延べ

４８事業所７６人が参加されました。 

 ３と４の従業員意識調査では、市内１０事業所を

対象に、１１月中旬から下旬にかけて実施予定であ

り、同じく１０事業所が応募されました表彰制度、

あんしんカンパニーは、今後審査を進めて、年度内

に表彰事業所を決定する予定となっております。以

上です。 

○委員長（村岡 峰男） それでは、続いて、市民部

税務課の中奥課長、お願いします。どうぞ。 

○税務課長（中奥  実） そうしましたら、税務課

からは、市税の適正課税と収納対策についてご説明

いたします。 

 基本方針としまして、課税客体の的確な把握に努

めるとともに、滞納処分の適切かつ迅速な執行を行

うことで自主財源の確保を図るとともに、税負担の

公平性を推進するとしております。 

 概要につきましては３項目上げておりまして、１

つ目が市税の適正課税、２つ目が着実な滞納整理の

推進、３つ目が滞納抑止に向けた取組としておりま

す。 

 進捗状況につきましては、３３ページをお願いい

たします。まず、１つ目、市税の適正課税への対応

ということで、（１）で課税調査を行っております。

市県民税の課税調査につきましては、扶養照会１，

０１１件、国税照会は７２件、イの固定資産税につ

きましては、（ア）で新築家屋の評価件数として、

４月から１０月までで１５４件、（イ）で償却資産

の実地調査による修正申告の依頼を国税資料閲覧

調査として２４件、事業所帳簿確認調査を１１件行

っております。ウの軽自動車税につきましては、１

１月に実施予定なんですけども、死亡者等への登録

変更の手続依頼を約１，０００件予定しております。

エの入湯税です。入湯税につきましては、定期検査

を今年度は５件行っております。 

 （２）申告督促です。アの市県民税につきまして

は、個人分で６１９件行っております。イ、償却資

産については６４４件実施いたしております。 

 （３）の電子申告件数、これは、令和５年の４月

から令和６年の３月３１日の受付分までというこ

とで、給与支払い報告書、以下それぞれ件数を電子

申告によりいただいている状況です。 

 続きまして、２つ目が着実な滞納整理の推進とし

て、（１）で差押えを３３８件行っております。内

訳は記載のとおりとなっております。 

 （２）で、公売につきましては、インターネット

公売を不動産１件行いました。１月に２回目を実施

予定としております。 

 ３つ目の滞納抑止に向けた取組です。（１）で日

曜納税相談を１回実施しております。これ、７月に
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実施しております。今年度はまた１月に予定してま

して、年２回の実施というところです。 

 （２）で納期限のお知らせの行政放送及び市広報

への掲載を各７回してます。これは毎月行っている

ものです。 

 （３）督促件数です。１万４，９７５件行ってお

ります。 

 （４）の一斉催告です。７月に実施、１，０２６

件実施して、７月にも９２２件実施しております。

１月に３回目を実施予定としております。また１２

月には、県税事務所と共同催告を行う予定としてお

ります。 

 ３４ページをお願いします。（５）で税別納付方

法利用実績、これ第１期分なんですけども、各税目、

件数と、納付方法の口座振替、あとはコンビニ納付、

その他ということで、それぞれ割合、件数を記載し

ておりますので、ご確認いただきたいと思います。 

 （６）で地方税共通納税システムの利用件数、９

月末までの収入分として、アとして、市県民税特徴

分が２，５７２件、イ、法人市民税が３７７件利用

しております。 

 （７）で徴収率です。９月末現在の現年分なんで

すけども、５６．５％ということで、ちょっと前年

に比べまして０．７ポイント下がってるんですけど

も、今後、鋭意徴収率を上げていきたいと考えてお

ります。 

 税務課からは以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 当局の説明は終わりました。 

 委員の皆さんから質疑等があればお願いします。

ありませんか。 

 どうぞ、岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） 中身の単純な質問です。１９

ページの地域づくり課、地域コミュニティの推進の

中の概要の中の地域コミュニティ組織への財政支

援、それの中の（２）の活動促進事業交付金の交付

ってあります。それで、５組織６事業ということは、

１組織だけが２つの事業を一緒にされてるという

ことですかね。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） そのとおりで、小

坂地区のコミュニティが農業のプロジェクトと、そ

れから防災のプロジェクトと２点上げているとい

うことでございます。 

○委員（岡本 昭治） 分かりました。 

 これは特に、内容さえきちっと合っておれば、今

言われたように複数の事業を取り組むことは可能

だということですか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） そのとおりです。

ただ、たくさん出てくると、そこは優先順位を上げ

たりすることはございます。 

○委員長（村岡 峰男） いいですか、これで。 

○委員（岡本 昭治） いいですよ。それで結構です。 

 もう一つ。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（岡本 昭治） いいですか、続けて申し訳な

いです。 

 ２１ページですけども、空き家対策ですね。宅建

協会さんと連携して空き家情報の発信ということ

で、成約数４１件になってますけども、これは、地

域的にはどの辺が多いとか、多分全般にわたってる

んでしょうかね、どういう状況でしょうか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） ちょっと細かいと

ころは分かりませんけれども、基本的に、城崎、竹

野というのは物件自体がまず少ないところがござ

います。ですから、どうしてもやはり物件の多い豊

岡とか日高っていうところが多いのかなというふ

うに、感覚ですけれども、思っております。以上で

す。 

○委員（岡本 昭治） 分かりました。 

 以上です。 

○委員長（村岡 峰男） いいですか。 

 ほかの委員の方、どうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） ありませんか。なかったら、

先行っちゃいますよ。（「行ってください」と呼ぶ

者あり）いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 
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 ないようですので、これで前半の部を終了いたし

ます。 

 ここで委員の皆さん、当局職員の皆さんから何か

ありましたら、ご発言願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） それでは、当局職員の皆さ

んはここで退席いただいて結構です。お疲れさまで

した。 

 暫時休憩します。再開は、どうしましょうか、１

０時半、長いですね。（「そろわれたら、はじめま

しょう」と呼ぶ者あり）ご苦労さまでした。 

午前１０時０７分休憩 

──────────────────── 

午前１０時２２分再開 

○委員長（村岡 峰男） それでは、休憩前に引き続

き会議を再開します。 

 後半は、議会事務局、市長公室、行政管理部、危

機管理部、消防本部の職員に出席を要請しておりま

すので、ご了承願います。 

 次は、自己紹介です。 

 それでは、１１月１４日の臨時議会において新た

な役員の選任が行われ、当委員会も新体制となりま

した。 

 ここで、出席者の皆さんに自己紹介をお願いした

いと思います。 

 まず、正副委員長、次に委員、続いて説明員、最

後に事務局という順でお願いをします。 

 なお、当局職員は委員会名簿順で、マイクを使用

してお願いをします。 

 改めまして、委員長を仰せつかりました村岡です。

１年間どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員（芹澤 正志） 副委員長の芹澤です。しっか

りと委員長をサポートしてまいりますので、よろし

くお願いいたします。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（岡本 昭治） 委員の岡本です。よろしくお

願いいたします。 

○委員（前野 文孝） 委員の前野です。どうぞよろ

しくお願いします。 

○委員（芦田 竹彦） 委員の芦田でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○委員（石田  清） 委員の石田です。よろしくお

願いします。 

○委員（西田  真） 委員の西田です。引き続きと

なります。よろしくお願いします。 

○事務局長（山口 繁樹） 議会事務局長の山口と申

します。よろしくお願いいたします。 

○事務局次長（坂本英津子） 失礼します。議会事務

局次長の坂本です。よろしくお願いします。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○市長公室長（谷口 雄彦） おはようございます。

市長公室の谷口です。よろしくお願いします。 

○秘書広報課長（藤本  充） 秘書広報課長の藤本

でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○経営企画課長（真狩 直哉） 経営企画課長の真狩

です。よろしくお願いします。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） ＤＸ・

行財政改革推進課長の若森です。よろしくお願いし

ます。 

○行政管理部長（野村 亮太） 行政管理部長の野村

でございます。よろしくお願いいたします。 

○財政課長（長谷川幹人） 財政課長の長谷川でござ

います。よろしくお願いします。 

○財政課参事（宇野 友喜） 財政課参事の宇野です。

よろしくお願いします。 

○資産活用課長（植田 孝志） 資産活用課長の植田

です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○危機管理部長（畑中 聖史） 危機管理部、畑中で

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○消防長（井﨑 博之） 消防本部消防長の井﨑でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

○消防本部参事（中地  修） 消防本部参事の中地

でございます。よろしくお願いいたします。 

○予防課長（井上 光彦） 消防本部予防課長の井上

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○消防本部参事（田中 陽一） 消防本部豊岡消防署

長を兼ねて警防課長の田中でございます。よろしく

お願いします。 
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○事務局主幹（堂垣 真弓） すみません、事務局の

堂垣です。よろしくお願いいたします。 

○委員長（村岡 峰男） ありがとうございました。 

 当分の間、このメンバーで委員会審査を対応いた

だくことになりますので、よろしくお願いします。 

 それでは、次の４の協議事項に入ります。 

 まず、委員会所管事項の事務概要についてを議題

といたします。 

 まず、当局から一通りの説明を受けた後、各委員

から質疑等を受けたいと思います。 

 なお、委員の皆さん、当局の皆さんは、質疑、答

弁に当たりましては、くれぐれも要点を押さえて簡

潔明瞭に行うなど、スムーズな議事進行にご協力を

お願いをいたします。 

 また、委員会での発言は、委員長の指名の後、マ

イクを使用して発言者名を名のってから行ってい

ただきますようご協力をお願いします。 

 それでは、当局から、ページ順で説明を願います。 

 まず、市長公室経営企画課、真狩課長さんですね。

どうぞ。 

○経営企画課長（真狩 直哉） 資料の３ページをご

覧ください。地方創生（人口減少対策）の推進です。 

 人口減少は、まちの存続に関わる非常に大きな問

題です。本市では、人口減少の緩和策を通じ、豊岡

で暮らす価値と魅力を高める質的転換による地域

活力の維持を同時に図りながら、総力を挙げた地方

創生を戦略的に進めていく必要があります。 

 基本方針です。本市の地方創生総合戦略は、毎年

度見直しを行っており、本年度も第６版を策定し、

戦略的、効果的に推進していきます。また、今年度、

２０２４年度は、現地方創生総合戦略の計画期間の

最終年度となります。２０２５年度からの総合戦略

の改定に向けた検討を行っています。改定に当たっ

ては、市の重要課題の一つである人口減少対策をよ

り効率的、効果的に推進するため、第２期の計画期

間を１年延長し、２０２６年度からの後期市政経営

方針と一体的に策定作業を進めることとしていま

す。 

 概要です。 

 第２期地方創生総合戦略第６版を８月に策定す

る予定としていましたが、進捗状況に記載している

とおり、計画期間の１年延長による重要業績指標、

ＫＰＩの見直しに当たり、２０２４年度の各事業の

進捗を反映する必要があるため、２０２５年度２月

に策定する予定としました。 

 進捗状況です。地方創生戦略会議を５月２７日に

開催しました。これは、市民の方、有識者の方と関

係職員が同席をして、１年間の事業進捗や意見交換

をするものです。 

 第２期地方創生総合戦略第６版の策定につきま

しては、策定の時期については、先ほど説明したと

おりです。 

 ４ページをご覧ください。主な改定予定の内容は、

１から３のとおりとしております。 

 続きまして、５ページをご覧ください。経営企画

課未来共創室に関連する分で、民間事業者等との連

携推進です。 

 現状と課題です。多様化する地域課題は行政だけ

では解決することが難しいため、民間の柔軟な発想

やアイデアなどを取り入れ、民間と行政双方のリソ

ースを生かして新たな価値を創出し、解決する必要

があります。 

 基本方針です。様々な地域課題に未来志向で向き

合い、課題解決に向けて、民間の柔軟な発想やアイ

デア、新たな技術などを取り入れるため、企業や団

体、大学などと連携、協働し、新しい価値の創造を

目指します。 

 概要です。当面考えられる内容として、１から４

までを上げています。ここに上がっているのは、民

間事業者等との連携推進に関わるもののみを上げ

ています。 

 進捗状況です。１、民間事業者等からの共創事業

に関する提案窓口の設置では、民間事業者等からの

提案は、未来共創室が窓口となることとしています。

提案の内容により対応を取るようにしています。民

間事業者等との連携に関する先進事例の調査研究

では、他の自治体の官民連携の事例把握や官民連携

の実績を持つ民間事業者等との対話、意見交換によ
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り、関係構築やよりよい共創の方法について研究を

行っています。１１月下旬から、民間事業者からの

共創事業の提案を市ホームページ等で募集を開始

することとしています。 

 ３、自動運転技術の導入に関する調査研究につき

ましては、その必要も含めて、本市への導入の可能

性を探ることとし、国の補助制度や他市での実証状

況などに関する情報収集を行っています。 

 ４、物流のラストワンマイルに関する調査研究で

は、但東町奥矢根区、資母地区の２地域で住民数名

やスタートアップ企業等と共に、各地域のラストワ

ンマイル配送方法について、対話と実証を始めてい

ます。 

 説明は以上です。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） ６ペー

ジをご覧ください。公共サービスの市民との共創で

す。 

 現状と課題です。本市のこれまでの行財政運営に

おいては、多様な市民の意見を聞くことなく公共サ

ービスを提供することが一般的でした。その結果、

市民や受益者のニーズが公共サービスに反映され

ないなどの課題が生じています。 

 基本方針です。第５次行財政改革大綱の５つの柱

のうち、公共サービスが多様な人たちによって創造

されている、多様な市民の思い・願いが尊重されて

いるを実現するための事業を官民連携の手法も用

いて実施します。 

 概要です。自分ごと化会議の実施と豊岡スマート

コミュニティ推進機構の新事業です。進捗状況で説

明します。 

 まず、自分ごと化会議ですが、バス交通をリデザ

インというテーマで７月７日に第１回目を開催し、

第２回目は１１月２４日に開催する予定です。第２

回目のほうは、２度、台風と衆議院議員選挙で延期

をしております。参加者でございます。無作為抽出

で選ばれた市民の中から希望された２３人です。第

１回目にリアルに来場されたのは１６人でした。 

 その次、豊岡スマートコミュニティ推進機構の新

事業です。みんな×エールという事業を開催してお

ります。地域課題の課題解決に向け、取り組んでい

る市民などを応援するためのアイデア出しや仲間

づくりを行うイベントです。実施経過と今後の予定

は、記載のとおりです。第３回は１１月１３日に開

催しました。４０人お越しいただきました。 

 （２）です。既存団体の中間支援です。但馬信用

金庫等が事業化アドバイス等の支援を行っており

ます。 

 次に、８ページをご覧ください。オンライン手続

の推進です。 

 現状と課題です。民間のサービスは、デジタル技

術の活用等により日々進化し、一方、豊岡市役所の

サービスは進化の途上にございます。 

 基本方針です。第５次行革大綱の柱の一つである

デジタル社会を前提とした市役所になっているを

実現するため、さらなるオンライン化を進め、市民

の利便性の向上を図るとともに、職員の業務の効率

化を行うこととしております。 

 概要です。公共施設予約システムの導入について

は、（１）施設予約の電子申請、（２）施設使用料

のオンライン決済、（３）電子錠による鍵のデジタ

ル化の３つを行っております。また、手続のオンラ

イン化も進めています。 

 進捗状況です。まず、公共施設予約システムの導

入でございます。導入予定施設は、９２施設３５２

室を予定しております。運用開始日は……。すみま

せん、ここ、誤字があります。２０２５年２月１日

でございます。失礼しました。 

 手続のオンライン化でございます。２０２４年４

月以降にオンライン化した手続が新たに２６手続

ございまして、１１月１日時点で６４の手続をオン

ライン化しております。 

 次に、１０ページをご覧ください。自治体情報シ

ステムの標準化です。 

 現状と課題です。住民記録ほか２０業務システム

の標準化は、法律において行わなければならないと

されています。また、２０２５年度までにガバメン

トクラウド上に構築された標準準拠システムに移
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行することとされています。 

 基本方針です。国の方針のとおり、移行すること

としております。 

 概要です。主な事業は、標準仕様と現行業務との

差異の分析、それから、ガバメントクラウド接続の

ためのネットワーク等環境構築などでございます。 

 進捗状況です。２０業務のうち、住民記録とか税

等の１１業務のシステムを提供している事業者か

ら、人員不足により、同社がその事業者がシステム

を提供する多くの自治体と同様に、豊岡市において

も２０２５年度までの標準化対応ができないとの

申出がありました。 

 これを受けて、影響の範囲と対応策を検討した結

果、どうしても、システムとデータを連携している

システムを含め、ほとんどの業務システムの２０２

５年度までの標準化を断念せざるを得ないと判断

しております。今後は、システムの開発状況に応じ

て対応可能な業務システムから順次標準化してい

く予定です。 

 私からの説明は以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 続いて、どうぞ。 

○財政課参事（宇野 友喜） １１ページをご覧くだ

さい。財政健全化の推進について説明します。 

 現況と課題です。２０２４年度の予算は、社会保

障関係経費や人件費等の経常的経費が増加する中、

市民の日々の暮らしを着実に支え続けることを念

頭といたして、ＤＸの推進と市民との共創のまちづ

くり、子供たちへの成長支援や福祉を中心とした分

野へ力を入れつつ、後年度の行財政運営に配慮した

編成といたしました。 

 主要な歳入である市税は、定額減税による個人市

民税の減収や評価替えに伴う土地価格の下落によ

る固定資産税の減収等を見込み、前年度当初予算と

比較して３億７，１００万円の減額としております。 

 地方交付税は、普通交付税、特別交付税ともに同

額の１６９億３，０００万円、地方譲与税及び各種

交付金は、定額減税による個人市民税の減収額を補

填する地方特例交付金の増額等により約４億４，０

００万円の増額を見込んでおります。 

 ふるさと納税は、２０２３年度に引き続き好調に

推移すると見込み、同額の１１億円といたしており

ます。 

 ２０２４年度末の一般会計の市債残高見込みは

約３９３億円、市民１人当たり５１万４，０００円、

自主財源比率も３３．３％と見込まれ、依然厳しい

財政状況と思います。 

 実質公債費比率は１５．３％と見込まれますが、

２０１６年度の１１．８％から増加傾向にございま

すので、今後も市債発行額の抑制に努めるなど、将

来世代への負担に考慮した慎重な財政運営が必要

であります。 

 基本方針です。未利用地の売却、貸付け等の歳入

確保の推進、ＤＸの推進や歳出の効果的、効率的な

実行、第５次行財政改革の推進を図り、不安定なふ

るさと納税だけに頼ることなく、持続可能な行政サ

ービスに向けた財務体質の確立を図ります。 

 概要です。４つございます。 

 １つ目、長期財政見通しに基づく財政運営。将来

予測の的確な把握に努め、持続可能な行財政運営に

より、市民の日々の暮らしを着実に支え続けます。

また、財政情報等について、分かりやすい表現に努

め、公開いたします。 

 ２つ目、関係団体を含めた財政健全化への対応等

です。市全体の財政健全化のため、公営企業や第三

セクターに係る経営状況の把握に努めます。 

 ３番目、自主財源の確保です。債権管理マニュア

ルの担当職員への周知徹底を図り、債権の適時適切

な管理を行うとともに、徴収面の強化に努めます。 

 １２ページをご覧ください。４番、受益者負担の

適正化です。使用料及び手数料等について、定期的

な負担水準の見直しを行うこととしており、行政コ

ストの算定や近隣市、民間サービス等との比較によ

る見直しを行い、受益者負担の適正化に努めます。 

 進捗状況です。１、長期財政見通しに基づく財政

運営につきましては、２０３３年度までの１０年間

の財政見通しを８月に公表いたしております。１０

年間の期間中の収支額は６３．６億円の赤字、年平

均で６．４億円の赤字を見込んでいます。 
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 ２番、財政状況の開示状況です。ホームページの

掲載といたしまして、８月には長期財政見通し、２

０２３年度の決算、１０月には２０２５年度の予算

編成方針を掲載しております。また、市広報掲載と

して、１０月には２０２３年度の決算、３月には２

０２５年度の予算案を掲載する予定といたしてお

ります。 

 ２、関係団体を含めた財政健全化への対応等です。

第三セクターの経営支援のため、アドバイザーを派

遣しております。対象事業者は、日高振興公社、北

前館、シルク温泉やまびこ、豊岡観光イノベーショ

ンに派遣する予定といたしております。 

 ３番目、自主財源の確保です。債権放棄の予備審

査のため、債権管理委員会を２月に実施予定として

ます。 

 ４、受益者負担の適正化です。使用料及び手数料

等につきましては、施設の維持経費を原価とみなし

て計算し、適正な料金設定であるかという観点で検

証いたしております。減免制度が市全体として統一

的な運用になってないなどの課題がありますので、

引き続き負担水準の見直し、検証作業を来年度も引

き続き行う予定としております。 

 説明は以上です。 

○委員長（村岡 峰男） じゃあ、続いて、資産活用

課、植田課長、どうぞ。 

○資産活用課長（植田 孝志） 資料の１３ページを

ご覧ください。公共施設マネジメントの推進という

ことで、まず、現況と課題です。 

 公共施設の老朽化が進み、その更新が課題となっ

ており、財政負担を考慮した上で、保有量の最適化、

総量の縮減を図ることが必要となっています。 

 そのような中、計画的な保全等による長寿命化に

合わせ、延べ床面積を削減することを目標とした公

共施設等総合管理計画や公共施設再編計画、個別施

設計画を策定し、地域デザイン懇談会で市民の皆様

のご意見も伺いながら、持続可能な行財政運営に寄

与するため、公共施設マネジメントに取り組んでい

く必要があると考えております。 

 基本方針としては、施設の更新、長寿命化、統廃

合等を行うことにより、財政負担の軽減、平準化を

図るとともに、未利用資産等の有効活用を図ってい

くこととしております。 

 概要としては、３点上げています。 

 １点目、公共施設包括管理業務委託の実施です。

維持管理業務や日常修繕を対象とした包括管理業

務をこの４月からスタートしたので、業務の適切な

実施に努めることとしております。 

 ２点目、学校跡地の利活用です。廃校となった学

校跡地について、行政や公共的団体により使用しな

い場合は、民間事業者等への売却や有償貸付けなど

による利活用を推進することとしております。 

 ３点目、未利用施設等の処分及び利活用です。学

校跡地以外のそのほかの未利用土地や建物につい

ても、売却や貸付けなどによる利活用を推進するこ

ととしております。 

 続いて、進捗状況です。１４ページをご覧くださ

い。１点目の公共施設包括管理業務委託の実施につ

いて、今年度４月から５年間の契約を締結し、直営

施設１４８施設を対象に、設備の保守点検、建物定

期清掃などの維持管理業務、小規模修繕業務、巡回

点検業務を実施しております。 

 ２点目の学校跡地の利活用について、７校上げて

います。１番、２番は２０２０年度末、３番、４番

は２０２１年度末、５番、６番は２０２２年度末、

７番が２０２３年度末で閉校となった学校です。 

 まず、３番の旧竹野南小学校はこの４月から、５

番の旧静修小学校はこの１１月から、それぞれ民間

事業者により、貸付けでの利活用が開始されていま

す。４番の旧中竹野小学校と７番の旧寺坂小学校に

つきましては、それぞれ行政として利活用していく

ことが決定されています。残っています１番の旧奈

佐小学校、２番の旧港西小学校、６番の旧高橋小学

校については、現在も引き続きプロポーザルにより

利活用者を募集しているところです。 

 ３点目の未利用施設等の処分及び利活用につい

てですが、今年度６月に一般競争入札により、２件

の物件が売却できました。残っている物件につきま

しても、随時に購入希望者を募集しており、今後も
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処分が可能なものについては処分に向けての努力

を続けていき、自主財源の確保に努めてまいりたい

というふうに考えています。 

 説明は以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 次は消防本部ですね。田中

参事、どうぞ。 

○消防本部参事（田中 陽一） それでは、３５ペー

ジをお開きください。市民の安全と安心を確保する

消防業務の推進についてご説明をいたします。 

 まず、現況と課題についてご説明をいたします。

１の人材育成、（１）の消防業務につきましては、

火災件数の減少から中堅職員の現場指揮経験が不

足し、災害対応力の低下が懸念されるため、訓練等

により、現場判断力と指揮能力の向上を図る必要が

あると考えております。 

 （２）の救急業務につきましては、国家資格を有

する救急救命士は、生涯教育の一環として、指導救

命士によるＯＪＴによるスキルを維持しておりま

すが、救急救命士以外の一般の救急隊員にも再教育

を行う必要があると考えております。 

 （３）の予防業務につきましては、立入検査等の

現場対応技術の向上が課題であり、予防業務の知識

や技術を習得する各種研修を実施し、予防業務に即

応できる人材を育成する必要があると考えており

ます。 

 次に、２の災害対応ドローンの運用体制の構築に

ついてですが、効果的な消防活動を実施するために

は、消防ドローンの運用体制を構築する必要がある

と考えております。 

 続いて、基本方針ですが、若手職員の育成を継続

するとともに、併せて中堅職員の教育プランを強化

して人材育成を図ることといたします。また、災害

時の被害状況の把握から安全管理に至るまでの効

率化を図り、最新鋭の機器を有効に活用し、市民の

安全・安心を確保することを基本方針としておりま

す。 

 続いて、概要につきましては、次ページの３６ペ

ージ、進捗状況と併せてご説明を申し上げます。 

 １の人財育成の（１）現場指揮者の能力を向上さ

せるため、既存のマニュアルをアップデートして体

系的、段階的な訓練を行い、災害対応能力の向上を

図ることといたしております。 

 進捗といたしまして、アのマニュアルのアップデ

ートでは、津波対応や鉄道事故の発生時の対応マニ

ュアルのほか、３件のマニュアルを改定いたしまし

た。改定の都度、速やかに職員研修を開催して周知

しているところでございます。イの体系的訓練につ

きましては、火災活動時における小隊長としての知

識や管理能力を習得させるために、６月から９月の

間に計６回、消防士長歴５年以下の職員１６名を対

象として、火災の性状といった基本的な座学から、

小隊の指揮が執れる実践訓練までを実施しており

ます。 

 （２）の増加する救急需要に対応するため、救急

救命士以外の救急隊員にも持続的に自己学習がで

きる教育プランを作成し、救急技術指導者による指

導の下、救急隊員のレベル向上及び維持を図ること

といたします。 

 進捗といたしまして、救急救命士の救命処置、介

助等２１項目から成る動画教材を職員が撮影し、５

月から１１月の間で係長以下の救急隊員５６名が

全項目を履修し、１２月には実践的な総合訓練をも

って成果を確認する予定としております。 

 （３）の若手職員への予防業務の継承と係長級を

中心とした現場対応技術の向上を目的に各種研修

を実施して、予防業務のレベル向上を図ることとい

たします。 

 進捗といたしましては、アの予防技術研修会につ

いて、防火対象物の防火管理及び設備、危険物施設

の保安管理を題材にした予防技術研修会を４回実

施しており、研修職員４６名のうち係長級以上は１

８名が受講いたしました。また、イの防火対象物及

び危険物施設への立入検査を予防課職員、予防技術

資格者の合同立入検査として、４地域１１対象で実

施し、参加職員延べ２２名のうち係長級以上は５名

が参加しております。今後は、予防技術研修会の機

会を捉え、これら研修で得た知識が正確かどうか対

面での確認を行う予定でございます。 
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 次に、２の新たに導入するドローンについて、運

用基準の策定及び操縦士の養成を行うとともに、い

かに効果的、効率的に活用できるかを検討し、消防

活動における有効な運用体制を整備することとい

たします。 

 進捗といたしまして、昨年度立ち上げましたアの

ドローン検討部会を６回開催いたしました。引き続

き今年度も４月から８月までの間に３回開催をし

て、延べ７５名の部会員参加の下、運用基準等の検

討を重ね、イとして、豊岡市消防本部無人航空機運

用要綱、運用マニュアル、操縦士養成マニュアルを

作成しております。また、ウの操縦士の養成といた

しましては、国家ライセンス取得者８名、本部内で

育成します認定操縦士１１名の養成が完了してお

り、合計１８名の操縦士を確保し、訓練を重ねてい

るところでございます。 

 私からは以上でございます。 

○委員長（村岡 峰男） 説明は終わりました。 

 委員の皆さんから質疑等があればお願いします。

ありませんか。 

 どうぞ。 

○委員（芹澤 正志） 増加する救急需要の対応の部

分で、救急車の有料化っていうのはまだ全然何も進

んでないんでしょうか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○消防長（井﨑 博之） 救急車の有料化っていうこ

となんですけども、本市においては、そういった検

討は今のところやっておりません。 

○委員長（村岡 峰男） ないようですので、私も１

つだけちょっと教えてください。 

 昨日だったのかな、ＮＨＫテレビで、今先ほど説

明があったドローンの郵送ね、郵便の。昨日でした

かね、但東の資母と矢根の。（「うん」と呼ぶ者あ

り）あれを見ながら、お聞きしたいのは、１つは、

あれ、郵政、郵便物でしたね。豊岡市の負担はどう

なのかっていうのが１つと、もう一つは、あの中で、

操縦は東京で一括してやっとるっていうようなこ

とを言ったように思うんですが、本当に東京であれ、

全部操縦ですか。 

 どうぞ。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） 部内の

調整により、この事務は、現在当課で行っておりま

すので、私がご説明いたします。 

 まず、１点目、市の負担ですが、全くございませ

ん。職員が地元に入って、地元の人とお話をする、

それだけでございます。なので、人的負担は厳密に

言うとございますが、そこはむしろ市民との共創の

トレーニングをしているというふうにご理解くだ

さい。 

 ２つ目です。操縦は全て東京でやっているわけで

はありません。現在は、出石でやっている部分と東

京でやっていることと双方ございます。東京でもで

きるというところを少し拡大解釈されて放送され

たんだろうというふうに理解をしております。以上

です。 

○委員長（村岡 峰男） ここでしないと、東京のほ

うでやってもらったんじゃ、あまりにも面白くない

んじゃないかなと。ここでやるからこそ地域振興に

もなるんじゃないかなという気がするんですが、そ

の辺はどうかなっていうことと、利便性という点で

は、非常に効果があるように思うんですけども、何

か荷物が届いた後、どう配るかってなことにえらい

重点が置かれたような報道のように思えたんです

が、どうなんでしょうか、利便性と地域の皆さんの

評価っていう点で。ちょっと聞かせてください。 

 どうぞ。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） まず、

ここでないとというところでございますが、そこは

委員長おっしゃるとおりの面もございますが、一方

で、デジタル技術はとても進化していて、東京でも

できるので、できるだけ省力化しようというところ

は一定の理解をしなきゃいけないんだろうという

ふうに思っています。 

 一方で、地元じゃないとできないことがございま

す。例えば機器のメンテナンスとか、そういったこ

とは地元に働く場として残りますので、そこは今後

新たな職場といいますか、仕事といいますか、そう

いったものが生まれるのではないかというふうに
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思っております。 

 それから、利便性とかどう配るかというお話でご

ざいます。 

 実はこの話は、元をたどれば但東区長協議会から、

ドローンとか、何か新しいことしませんかという要

望をいただきまして、市長の意向を踏まえて、日本

郵便に持っていったというとこでございます。 

 日本郵便は、やりたいことは２つございます。１

つは、ドローンが本当に日常的に飛ばせるのか、ど

れぐらい使えるのかっていうのを、機材も含めて試

したいこと。もう一つは、ドローンで運んだのはい

いんだけれども、そこから先、また郵便局の人が運

んだりしていると意味がないので、そこから先をど

うやって配るのかというところです。 

 郵便局、日本郵便の課題感として、人が採用でき

ない、今のまま、今のスタイルの配達は続けられな

い、将来的に続けられないというところがあります。

なので、今、ほぼ日本郵便が主体となって、ドロー

ンで下ろしてからどうやって受取人まで届けるか

というのを住民の皆さんと対話をしながら、検討な

いしは実証してるところでございます。 

 住民の皆さんの評価というところですが、まだ１

０月の下旬から始めたばかりですので、もっとこう

したほうがいいのではないかというふうな意見は

いただいていますけど、まだその評価というところ

には至ってないという状況でございます。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○委員（石田  清） ちょっと追加で申し訳ないで

す。 

 そのラストワンマイルの話なんですけども、物流

業者っていうか、宅配業者がもう独自で羽なしのド

ローンを使って、ラストワンマイルまでずっと運ぶ

というような計画を持ってるようですけど、そこら

辺の話は、今は郵便局ばっかしの話が出たんですけ

ども、どんな検討をやっとられますか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） 石田委

員さん、今おっしゃったことは他の地域で、例えば

国外では、もう他の地域でも実証等が行われている

ところでございます。確かに、いろんな事業者がい

ろんな手法を試すのはいいんだろうと思っており

ますけれども、現行の日本の法規制の中で何ができ

るかというのを日本郵便が検討していて、そこには、

他の大手物流企業もかなり関心を示しております

ので、様々なことをそれぞれがやって、一番、日本

というか、その地域に合った物流の手法が選択され

るんだろうというふうに思っているとこでござい

ます。以上です。 

○委員（石田  清） 玄関先まで届けるんだという

ような話もほかでやっておられるみたいなんです

けども、ラストワンマイルの話が非常に問題なので

あれば、そういうことも一つ研究の中に入れたらと

いう程度の話です。 

 それで、もう１点。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（石田  清） 自治体情報システムの標準化

っていうとこなんですけども、ちょっと小耳に挟ん

だことがあると思うんですけども、標準化が、この

場合は人手不足によりってなっとんですけども、国

の姿勢がはっきりしないというか、標準システムの

内容がはっきりしないというか、そういうことがあ

ったとは思うんですけども、その辺はもうクリアで

きてる話なんでしょうか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） 石田委

員おっしゃるとおり、国の姿勢がはっきりしなかっ

たという時期はありましたけども、現在はそうでは

なくなっております。 

 ただ一方で、例えば子供・子育て関係ですとか、

税の関係ですとか、様々な制度変更が行われますの

で、そこの対応に苦慮してるというところだという

ふうに理解をしております。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） もう１点だっけ。石田委員。 

○委員（石田  清） その点は了解しました。 

 消防なんですけど、先ほどお話聞いてましたら、

鉄道事故に対応するっていう話が出てましたけど

も、言いたくないんですが、空港事故に対応ってい
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うのは、昔、空港でよく訓練しとったことがあるん

ですけども、それは中に入ってますか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○消防本部参事（田中 陽一） 先ほどの質問ですけ

ども、空港のまず訓練につきましては、継続的に、

実は昨日も行っておるとこでございます。また、マ

ニュアルについても常時見直しをしておるところ

で、マニュアルを持っております。 

○委員（石田  清） 分かりました。 

○委員長（村岡 峰男） ほかにはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） ないようですので、これで

後半の部を終了します。 

 ここで、委員の皆さん、当局職員の皆さんから何

かありましたらご発言をお願いをしときます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） ありませんか。 

 それでは、当局職員の皆さんはここで退席いただ

いて結構です。お疲れさまでした。 

 暫時休憩します。 

午前１１時０１分休憩 

──────────────────── 

午前１１時０２分再開 

○委員長（村岡 峰男） それでは、委員会を再開し

ます。 

 次は、委員会の重点調査事項についてを議題とい

たします。 

 ３ページに前期の重点調査事項を載せておりま

す。こちらをベースに、本日の事務概要の説明を踏

まえた上で、ご協議をいただきたいと思います。 

 この件について、何かご意見はありませんか。 

 どうぞ。 

○委員（西田  真） このまま継続したらいいと思

います。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） １番から９番ですね。 

○委員（西田  真） はい。 

○委員長（村岡 峰男） ほかの方どうですか。 

 どうぞ。いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） ご異議がないようですので、

重点調査事項については、以上のように、従来どお

りということで決定いたします。いいですね。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） じゃあ、次は、委員会の席

次についてです。委員会の席次についてを議題とい

たします。 

 本日は、会派構成に配慮した形で着席いただいて

おりますが、ご意見等があればお願いします。 

 どうぞ。 

○委員（西田  真） このままで結構だと思います。 

○委員長（村岡 峰男） いいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） じゃあ、ご異議がないよう

ですので、委員会の席次については、そのように決

定いたしました。 

 次に、議会選出各種委員についてを議題といたし

ます。 

 当委員会の充て職の関係につきましては、委員長

が豊岡市災害対策本部出席者及び豊岡市功労者表

彰審査委員会委員となっておりますので、ご報告い

たします。 

 この件につきまして何かご質問等があればお願

いします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） じゃあ、異議がないようで

すので、この程度にとどめます。 

 続いて、５番、その他に入ります。 

 その他、委員の皆さんのほうから何かあればお願

いいたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） 特にありませんか。 

 特にないようですので、以上をもちまして総務委

員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

午前１１時０５分閉会 

──────────────────── 


